
令和６年度税制改正により、本年６月以降最初に支払う給与等の源泉徴収を行う際から、定額減税を行
うこととなります。 定額減税の対象になる条件、計算方法、給与支払者が行うべき事務手続きの詳細、
月次および年末調整時 の事務の流れ、源泉徴収票への表示方法等、必要な知識を説明いたします。併
せて令和６年度税制改正のポイントも解説いたします。

令和６年度税制改正対応

所得税・住民税の定額減税のポイント

経営者・給与事務担当者向け

２０２４年６月１２日（水）14：00～15：30
講師

会場

定員 受講料

お申込み

お問合せ

事業所名 業種

住 所
〒

TEL FAX

受講者名

R6.6.12 岡谷商工会議所 定額減税のポイント説明会申込書
令和6年 月 日

※ご記入いただいた情報は、本講習会開催における本人確認、参加者名簿作成及び講習会に関する連絡に使用します。

日本商工会議所 産業政策第一部
主査 大内啓佑 氏

岡谷商工会議所

２０名 無料

FAX又は二次元
コードよりお申込
みください。

岡谷商工会議所
TEL：0266-23-2345

【内容】
①定額減税の概要
②月次減税事務の手順
・控除対象者の確認
・各人別控除実績簿の作製
・月次減税額の計算
・給与等支払時の月次減税額の控除
・給与支払明細書への記載
・納付書への記載

③年調減税事務の手順
・年調減税額の計算
・年調減税額の控除
・源泉徴収票への記載

④令和6年度税制改正のポイント

FAX送信先 0266-22-9056

～制度概要と給与事務対応を確認します～

（定員になり次第締切）


	スライド 1

